
令和 2年 4月 9日 

ご利用者様・ご家族様 

介護保険事業所各位 

社会福祉法人 三育ライフ 

シャローム若葉居宅介護支援事業所 管理者 栗山哲次 

シャローム若葉第 2居宅介護支援事業所 管理者 森川裕美 

 

新型コロナウィルス「緊急事態宣言」の発令に伴う運営についてのお知らせ 

 

平素より当事業所の業務に関し、ご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

すでに皆様 ご承知の通り「緊急事態宣言」が発令され、それに伴い千葉市保健福祉局より

通達があり『緊急事態が出たことを理由として事業の自粛を求めることは、いたしません。

より一層の感染拡大防止の取り組みの徹底をお願いいたします』との内容でした。 

これを受けまして当事業所としまして、感染防止に対して一層の取り組みを行いながら事

業の運営を継続させていただきますことのご連絡いたします。 

 

これまで通り、居宅介護支援事業を通常通り運営いたします。 

 

【運営継続にあたっての対策事項】 

・職員は、勤務前に検温、体調チェックを実施しています。 

・発熱、咳等の症状があった場合には、出勤いたしません。 

・職員の同居家族の健康状態の確認もいたします。 

・外部事業者等の事業所への立ち入りを制限しています。 

・外出先から戻った際には、手洗いうがいをしています。 

・勤務時間以外の不要不急の外出自粛を徹底いたします。 

・訪問時は、マスクの着用をいたします。 

・ご利用者宅への訪問は、可能な限り行っていきますが短時間で要点を抑えた訪問にさせて

頂きます。（ご利用者、ご家族より訪問の制限希望がある場合には、お電話でご相談させ

て頂きます。） 

・サービス担当者会議の開催につきましては、大きな変化がない場合はメールや FAXでの

対応とし、新規、区分変更等で開催必要時には、多人数が集まることで 3密になる事を防ぎ

つつ、個別に対応調整させていただきます。 

 

ご不明な点、ご心配等がございましたらご遠慮なく ご連絡ください。 

皆様には 今まで以上に ご協力ご理解の程 よろしくお願いいたします。 

 

シャローム若葉居宅介護支援事業所 ℡ 043-214-3450 管理者 栗山哲次 

シャローム若葉第 2居宅介護支援事業所 ℡ 043-308-8588 管理者 森川裕美 

ご連絡受付時間  9：00～17：00 


